
円貨建て債券の契約締結前交付書面 

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) 

 

この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意

点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 
 

○ 円貨建て債券のお取引は、主に募集･売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により

行います。 
 

○ 円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払い

を保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがあり

ますのでご注意ください。 
 
 

 

手数料など諸費用について 

円貨建て債券を募集･売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対

価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。 

当社との相対取引により売買する場合は、取引価格※に取引の実行に必要なコストが含まれて

おります。別途手数料をお支払いいただく必要はございません。 
 

※当社は、お客様とのお取引にあたっては、社内時価を基準として当社が定めた一定の値幅の範囲内におい

て、売買対象銘柄の種類、市場環境（相場変動を含む。）、当社が得るべき利益、銘柄固有の流動

性、信用リスク、カントリーリスク、取引金額の規模等を考慮して取引価格（「お客様が購入される価格」と

「お客様が売却される価格」）を決定しております。 
 

金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが

あります 

・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。利子

の適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低

下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合

には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。利子の適用利率が変

動利率の場合には、利子が変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に

対応して変動するわけではありません。 

・ 金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている

債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 

・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対

応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損



または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、

必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。 

・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、その利子は 10 年国債の金利の上昇・

低下に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも

上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。 
 

円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の

業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります 
 

＜発行体等の信用状況の変化に関するリスク＞ 

・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者

の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損

が生じる場合があります。 

・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者

の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または

特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失っ

たり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあ

ります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場

合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあり

ます。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後の利子の支払いは切り下げられた

額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していた利子の支払いを受けられ

ない場合があります。 

・ 金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、円貨建

て債券の発行体または償還金及び利子の支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻

処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げや利子

の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は円貨建て

債券の発行体または償還金及び利子の支払いを保証している者の本拠所在地国により異な

り、また今後変更される可能性があります。 

・ 主要な格付会社により｢投機的要素が強い｣とされる格付がなされている債券については、当

該発行体または本債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等

により、償還金や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを

付与された債券と比べより高いと言えます。 

 

＜償還金及び利子の支払いが他の債務に劣後するリスク＞ 

弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した



場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及び利子の

支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生

手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手

続きが取られた場合となります。 
 

その他のリスク 
 

＜適用利率が変動するリスク＞ 

円貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に指標金利を用

いた一定の算式に従って決定されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標

金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。 
 

＜流動性に関するリスク＞ 

・ 円貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却する

ことができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。 

・ 国外で発行される円貨建て債券（ユーロ円債）は、原則として、当社から他社へ移管（出

庫）することができません。償還日より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引と

なり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。 

 

企業内容等の開示について 

円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に

基づく企業内容等の開示が行われておりません。 

 

円貨建て債券のお取引は、クーリング･オフの対象にはなりません 

円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありませ

ん。 

 

無登録格付に関する説明書について 

当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明

書」をご覧ください。 

 

円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 

当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 

・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い 

・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 

・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 



円貨建て債券に関する租税の概要 

個人のお客様に対する円貨建て債券（一部を除く。）の課税は、原則として以下によります。 

・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場

合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税

額控除の適用を受けることができます。 

・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 

・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が

可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 

・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 
 

法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 

・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、

お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収

が行われます。 

・ 国外で発行される円貨建て債券（一部を除く。）の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控

除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 
 

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。 

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 

 

譲渡の制限 

・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。) は、当社では原則として、

その利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、

現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 

・ 利付国債は、当社では原則として、その償還日の 3 営業日前の日を、その他の円貨建て債券はその償還日の 4 営

業日前を約定日とするお取引までが可能です。 

 

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第１項の規定に基づく第一種金融商品取引業であ

り、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 

・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となりま

す。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 

・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一

部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 

・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券

をお預けいただきます。 

・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事

項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 

・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法に

よる場合を含みます。)。 
 



○その他留意事項 

  日本証券業協会のホームページ（https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html）に掲載してい

る外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開

示書類が英語により記載されています。 
 

当社の概要 
 

商 号 等 株式会社 SBI 証券 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 

本 店 所 在 地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 

加 入 協 会 日本証券業協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

資 本 金 54,323,146,301 円(2024 年 9 月 30 日現在) 

主 な 事 業 金融商品取引業 

設 立 年 月 1944 年 3 月 

連 絡 先 「インターネットコース」でお取引されているお客様：SBI 証券 カスタマーサービスセンター 

電話番号：0120-104-214（携帯電話からは、0570-550-104（有料）） 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 
 

SBI マネープラザのお客様：SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター 

電話番号：0120-142-892 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 
 

IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客様：IFA サポート 

電話番号：0120-581-861 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 
 

担当営業員のいらっしゃるお客様は、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 

 

SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

住   所：〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 

連 絡 先：「インターネットコース」でお取引されているお客様：SBI 証券 カスタマーサービスセンター 

電話番号：0120-104-214（携帯電話からは、0570-550-104（有料）） 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 

SBI マネープラザのお客様：SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター 

電話番号：0120-142-892 

受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 

IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客様：IFA サポート 

電話番号：0120-581-861 

https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html


受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く） 
 

担当営業員のいらっしゃるお客様は、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 

 

金融 ADR 制度のご案内 

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を

目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決

機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。 

住   所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号：0120-64-5005（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 

受付時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分（祝日、年末年始を除く） 
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発行登録追補目論見書の訂正事項分 
2025 年 12 月 

株式会社ひろぎんホールディングス 

 

１【発行登録追補目論見書の訂正理由】 

 2025年11月28日に中国財務局長へ提出した発行登録追補書類（発行登録追補書類番号７－関東１－２）の記載

事項中、表紙の記載について訂正を必要とするため、訂正発行登録書を2025年12月５日に関東財務局長へ提出し

ました。これに伴い、発行登録追補目論見書を下記のとおり訂正いたします。 

 

２【訂正内容】 

 訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

【表紙】 
 

（前略） 

 

【これまでの募集実績】 

（発行予定額を記載した場合） 

番号 提出年月日 募集金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円） 

－ － － － － 

実績合計額（円） 
なし 

(なし) 
減額総額（円） なし 

（注）１．実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）

に基づき算出しております。 

２．今回の募集とは別に、株式会社ひろぎんホールディングス第１回無担保社債（社債間限定同順位特約

付）（券面総額又は振替社債の総額20,000百万円（発行価額の総額20,000百万円））を発行すべく、

2025年11月28日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号７－関東１－１）を中国財務局長へ提出

しましたが、2025年12月５日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日（2025年11月28日）現在

払込みが完了していないため、上記実績合計額欄の算出には加算されておりません。 

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 100,000百万円 

（100,000百万円） 

（注）１．残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計

額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合

計額）に基づき算出しております。 

２．今回の募集とは別に、株式会社ひろぎんホー

ルディングス第１回無担保社債（社債間限定

同順位特約付）（券面総額又は振替社債の総

額20,000百万円（発行価額の総額20,000百万

円））を発行すべく、2025年11月28日に発行

登録追補書類（発行登録追補書類番号７－関

東１－１）を中国財務局長へ提出しましたが、

2025年12月５日が払込期日であり、本発行登

録追補書類提出日（2025年11月28日）現在払

込みが完了していないため、上記残額欄の算

出には加算されておりません。 

 

（後略） 
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広島市中区紙屋町一丁目３番８号 



【表紙】

【発行登録追補書類番号】 ７－関東１－２

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2025年11月28日

【会社名】 株式会社ひろぎんホールディングス

【英訳名】 Hirogin Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 部 谷 俊 雄

【本店の所在の場所】 広島市中区紙屋町一丁目３番８号

【電話番号】 広島(082)245局5151番

【事務連絡者氏名】 経営企画部 経営企画グループ長 中 島 浩 司

【最寄りの連絡場所】 広島市中区紙屋町一丁目３番８号

株式会社ひろぎんホールディングス

【電話番号】 広島(082)245局5151番

【事務連絡者氏名】 経営企画部 経営企画グループ長 中 島 浩 司

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 10,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日 2025年10月10日

効力発生日 2025年10月18日

有効期限 2027年10月17日

発行登録番号 ７－関東１

発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 100,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)

－ － － － －

実績合計額(円)
なし

(なし)
減額総額(円) なし

(注) １．実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき

算出しております。

２．今回の募集とは別に、株式会社ひろぎんホールディングス第１回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券

面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円))を発行すべく、2025年11月28日に

発行登録追補書類(発行登録追補書類番号７－関東１－１)を関東財務局長へ提出しましたが、2025年12月５

日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)現在払込みが完了していないため、上記

実績合計額欄の算出には加算されておりません。



【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 100,000百万円

(100,000百万円)

(注) １．残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しております。

２．今回の募集とは別に、株式会社ひろぎんホール
ディングス第１回無担保社債(社債間限定同順位
特約付)(券面総額又は振替社債の総額20,000百
万円(発行価額の総額20,000百万円))を発行すべ
く、2025年11月28日に発行登録追補書類(発行登
録追補書類番号７－関東１－１)を関東財務局長
へ提出しましたが、2025年12月５日が払込期日
であり、本発行登録追補書類提出日(2025年11月
28日)現在払込みが完了していないため、上記残
額欄の算出には加算されておりません。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) －円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄
株式会社ひろぎんホールディングス第２回無担保社債(社債間限
定同順位特約付)

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円

各社債の金額(円) 金100万円

発行価額の総額(円) 金10,000百万円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(％) 年1.721％

利払日 毎年６月11日及び12月11日

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべ

き日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026
年６月11日を第１回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年６月11日及び12月11日に各々その日
までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない
期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割でこ
れを計算する。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所

別記「(注) 15．元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2030年12月11日

償還の方法 １．償還金額
各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2030年12月11日にその総額を償還す

る。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀

行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または

別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等の規
則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うこ
とができる。

３．償還元金の支払場所
別記「(注) 15．元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金(円)
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2025年12月１日から2025年12月10日まで

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2025年12月11日

振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
に特に留保されている資産はない。
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財務上の特約(担保提供制限) １．当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、
当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他
の社債のために、担保提供(当社の所有する資産に担保権を
設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設
定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特
定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をい
う。以下「担保提供」という。)を行う場合には、本社債の
ために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定
する。

２．本欄第１項に基づき設定した担保権が本社債を担保するに
十分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信
託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する
ものとする。

財務上の特約(その他の条項) 担保付社債への切換
(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のため

に担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める
担保権を設定することができる。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または本欄
第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当
社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その
旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告す
る。

(3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または本欄
第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、また
は別記(注)５．により本社債のために留保資産の提供を行
った場合であって、社債管理者が承認したときは、以後、
別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄及び別記(注)８．
(1)号は適用されない。

(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「Ｒ＆Ｉ」という。)

本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋(シングルＡプラス)の信用格付を2025年11月28日付で取得してい

る。

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお

りに履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等

の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表

明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明で

はない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確

性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もして

いない。

Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の

正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変

更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ

る。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ

たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る

ことが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ

(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の

「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等

何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「ＪＣＲ」という。)

本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－(ダブルＡマイナス)の信用格付を2025年11月28日付で取得して

いる。

ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示

すものである。
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ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ

り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や

損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性

リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変

動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で

信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により

誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ

(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュ

ースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事

情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013

２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記

「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法第67条第２項に定める場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

３．社債管理者

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

４．発行代理人及び支払代理人

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

５．特定資産の留保

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の所有する特定の資産(以下「留保資産」という。)を本

社債以外の債務の担保に供しない旨を約することができる。この場合、当社は社債管理者との間にその旨

の特約を締結するものとする。

(2) 前号の場合、当社は社債管理者との間に次の①ないし⑥についても特約するものとする。

① 当社は、留保資産のうえに、本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利もしくはそ

の設定の予約、または本社債の担保とすることを妨げる約束が一切存在しないことを保証すること。

② 当社は、社債管理者の事前の書面による承諾なく、留保資産を他に譲渡または貸与しないこと。

③ 当社は、原因のいかんにかかわらず、留保資産を害するおそれのある場合は、直ちに書面をもって社債

管理者に通知し、その指示に従うこと。

④ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、社債管理者の指定する資産を

直ちに留保資産に追加すること。

⑤ 当社は、本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合は、社債管理者の事前の書面に

よる承諾を得て、留保資産の一部を留保資産から除外し、または留保資産の一部もしくは全部を他の資

産と交換することができること。

⑥ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、直ちに担保付社債信託法に基

づき、本社債の担保として当社の総財産のうち社債管理者が指定する物件のうえに担保権を設定し、社

債管理者は、本社債の社債権者のためにこれを取得すること。

(3) 本(注)５．(1)号の場合、社債管理者は、社債権者保護のため同号の目的を達成するために必要と認めら

れる措置をとることを当社に請求することができる。

６．期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。ただ

し、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号によ

り当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときであ

って社債管理者が承認したときには、本号③に該当しても期限の利益を失わない。

① 当社が別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

② 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背し、５銀行営業日を経過してもこれを履行または

解消することができないとき。

③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項の規定に違背したとき。

④ 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)７．、本(注)８．、本(注)９．(2)号及び

本(注)13．の規定に違背し、社債管理者の指定する１ヶ月を下回らない期間内にその履行または補正を

しないとき。

⑤ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。

⑥ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその

他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行

をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この

限りではない。
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⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお

いて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

⑧ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令

を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。

⑨ 当社の事業経営に重大な影響をおよぼす財産に対し、差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てがあっ

たとき、またはその他の事由により当社の信用を害する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存

続を不適当であると認めたとき。

(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)13．に定め

る方法により公告する。

７．社債管理者に対する定期報告

(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第

454条第５項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。ただし、

当該通知については、当社が次号に定める社債管理者への通知を行った場合または書類を社債管理者に提

出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第１項の定めに従い一定の日におい

て臨時決算を行った場合も同様とする。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書並

びにそれらの添付書類及び訂正報告書について、金融商品取引法第27条の30の３に基づき電子開示手続の

方法により提出を行った場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の

提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。なお、本社債発行後に金融商品取

引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行い、社債

管理者に遅滞なく通知するものとする。

８．社債管理者に対する通知

(1) 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保提

供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、社債の内容及び担保物その他必要な事

項を社債管理者に通知する。

(2) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

① 当社の事業経営に重大な影響をおよぼす財産を譲渡または貸与しようとするとき。

② 当社の事業の全部または重要な部分を変更、休止、廃止もしくは移転しようとするとき。

③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。

④ 組織変更、合併または会社分割をしようとするとき。

(3) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社

債原簿にその旨の記載を行い、書面をもって社債管理者に通知する。

９．社債管理者の調査権限

(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約証書の定めに従い、社債管理者の権限、義務を履行するために必要

であると認めたときには、いつでも当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿

書類等に関する報告書の提出を請求し、またはこれらにつき調査することができる。

(2) 本(注)９．(1)号の場合で、社債管理者が当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行う

ときは、当社はこれに協力する。

10．社債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第２項本文の規定にかかわらず、同条第１項に定める異議の申立てに関し、

社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

11．社債管理者の辞任

社債管理者は、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある

場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することが

できる。

12．社債要項及び管理委託契約証書の公示

当社及び社債管理者は、それぞれの本店に本社債の社債要項及び管理委託契約証書の写を備え置き、その営

業時間中、一般の閲覧に供する。

13．公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子

公告によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子公告に加えて

東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、事故その他のやむを得ない

事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大

阪市において発行される各１種以上の新聞紙に掲載することによりこれを行う。ただし、重複するものがあ

るときは、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほ

か、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新

聞紙にもこれを掲載する。
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14．社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社

債」と総称する。)の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会

の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)13.に定める

方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな

い。)の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本種類の社債に関する社

債等振替法第86条第３項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び

招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請

求することができる。

15．元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程等の規則に従

って支払われる。

２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,000
１．引受人は本社債の

全額につき共同し
て買取引受を行
う。

２．本社債の引受手数
料は各社債の金額
100円につき金50銭
とする。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,000

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,000

楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 500

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 500

計 － 10,000 －

(注) 引受人のうちＳＭＢＣ日興証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関等に、本社債の募集

の取扱いを一部委託いたします。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称 住所

ひろぎん証券株式会社 広島市中区紙屋町一丁目３番８号

金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店舗に

よっては、募集の取扱いが行われない場合があります。

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内一丁目４番５
号

１．社債管理者は、本社債の管理を
受託する。

２．本社債の管理手数料について
は、社債管理者に、期中におい
て年間各社債の金額100円につ
き金１銭を支払うこととしてい
る。
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３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

10,000 75 9,925

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額9,925百万円は、全額を2026年１月末までに当社の連結子会社である株式会社広島銀行への

出資金として充当する予定です。なお、株式会社広島銀行は、増資により充実した自己資本を用い、信用リスクテ

イクによる取引先への貸出金やエクイティ資金等へ充当する予定です。

第２ 【売出要項】

該当事項はありません。

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第５期(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)2025年６月18日関東財務局長に提出

２ 【半期報告書】

事業年度 第６期中(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)2025年11月21日関東財務局長に提出

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年６月26日に関

東財務局長に提出

４ 【訂正報告書】

訂正報告書(上記３の臨時報告書の訂正報告書)を2025年７月４日に関東財務局長に提出

第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)まで

の間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したもの

であります。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該将来に関する事項は本発行登録追

補書類提出日(2025年11月28日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありませ

ん。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

「事業等のリスク」

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績

及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであ

ります。

なお、以下の記載における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。
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(当社グループのリスク管理)

当社グループでは、グループ統合的リスク管理委員会及びグループ経営会議において、各種のリスクシナリオが顕在

化する蓋然性並びに当社グループの経営成績及び財務状況等への影響度の評価を行い、取締役会において、今後１年間

で最も注意すべきリスク事象をトップリスクとして認識しております。

2025年３月開催の取締役会にて選定した「トップリスク」は次のとおりです。

項目 リスク事象

気候変動による社会・環境等の
変化

・脱炭素社会への移行の対応費用増加等に伴う地元取引先の経営悪化による与
信費用やリスク・アセットの増加

・社会的要請への対応遅延等による社会的信用低下
・異常気象の影響(設備毀損やサプライチェーン寸断等)に伴う地元取引先の経
営悪化による与信費用やリスク・アセットの増加 等

米国の関税引き上げ
・各国の対米輸出減少影響に伴う経済活動停滞や取引先企業等の業績悪化によ
る与信費用やリスク・アセットの増加

急速なデジタル化
・デジタルプラットフォーマーをはじめとした他業態の業務侵食による収益機
会喪失

・デジタル転換への対応が遅れることによる成長機会喪失
世界的な物価上昇の高止まりに
伴う金融引締め強化による景気
後退(スタグフレーション)

・インフレに伴う経済活動停滞や取引先企業等の業績悪化による与信費用やリ
スク・アセットの増加並びに投資マインド低下による収益機会喪失

・市場環境悪化による有価証券運用の収益悪化

地政学リスクの顕在化
・サプライチェーン寸断等に伴う景気後退や取引先企業等の業績悪化による与
信費用やリスク・アセットの増加並びに市場環境悪化による有価証券運用の
収益悪化

人口減少 ・事業所数減少、産業構造転換、人財確保難等による収益機会喪失

システム障害(システム開発・設
計ミス等)、サイバー攻撃発生

・顧客に多大な影響を与える情報漏洩やシステム停止による社会的信用低下

ＡＭＬ(アンチ・マネー・ローン
ダリング)違反発生

・マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の不備等による業務停止命令、
課徴金支払、外貨資金ラインの喪失による社会的信用低下

(注) 上記は認識しているリスクの一部であり、上記以外のリスクによっても経営上、特に重大な悪影響が生ずる可

能性があります。

当該トップリスクに関しては、経営計画におけるリスクアペタイト方針やリスク管理方針等において対応方針を定め、

その対応方針に基づき当社及びその子会社において各種戦略・施策を展開するとともに、リスク管理及び危機対応の体

制を整備しております。

また、以下に記載したリスクのうち、信用リスク及び市場リスクについては、統計的手法であるバリュー・アット・

リスクを用いて、一定の確率(信頼区間99.9％)のもと、一定期間(例えば１年間)に被る可能性のある最大損失額(リスク

量)を計測し、把握しております。

これらのリスクが顕在化した場合、当社グループの業績・業務運営に影響を及ぼす可能性があるため、各リスクカテ

ゴリー毎にリスクリミットを設定し、その合計額が自己資本の範囲内に収まるよう管理を行っております。

(特に重要なリスク)

・気候変動リスク

近年、国際機関や日本を含む世界各国政府が「脱炭素化社会への移行」に向けた取組みを加速させるなど、気候変

動リスクへの対応は重要な課題となっております。

気候変動の影響による台風・豪雨等の自然災害は、その頻度及び損害が急速に増大しており、こうした「物理的リ

スク」が地域社会・経済にとって大きな脅威となっております。また、政府が地球温暖化対策として環境規制を導入

する等、法務・税務面での規制強化に加え、当社グループが環境配意を怠ることでステークホルダーから見放される

といった「移行リスク」への対応が必要となっております。

こうした社会情勢の変化を受け、以下のリスクが顕在化する可能性があります。

・当社グループの貸出先等における本社・工場等の被災や、低炭素社会への移行の対応の遅れ等による競争力の低

下等に起因する経営状況の悪化等に伴う信用リスク
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・各ステークホルダーが当社グループに期待する環境問題への取組みに係る基準を下回った場合等における、当社

グループの資本・資金調達等ができなくなる、不利な条件での取引を余儀なくされる又は一定の取引を行うこと

ができなくなる流動性リスク及び当社グループに対するネガティブな報道に起因する当社株価に悪影響を及ぼす

風評リスク

・大規模な自然災害が発生し、当社グループの役職員や店舗等が被災した場合における、営業活動の停滞等による

営業戦略が奏功しないリスク、業務継続に必要な人財が確保できない人的リスク及び有形資産リスク

・上記リスクの顕在化に起因する自己資本比率低下のリスク

当社グループでは、こうした気候変動リスクが経営に与える定量的な影響を把握するための取組みを行うとともに、

地域のカーボンニュートラル実現に向けて、温室効果ガス排出量削減とサステナブルファイナンスの中長期目標を設定

し、＜地域総合サービスグループ＞として本業を通じた取組みを進めております。

また、「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)」に係る統括機能を強化するとともに、気候変動リスク

への対応等に係る開示・取組内容の拡充・高度化を図るため、「サステナビリティ統括部」を設置しております。

(その他重要なリスク)

(1) 信用リスク

当社グループの不良債権は世界経済の変動、国内景気の動向、業種の盛衰、不動産価格、原材料価格高騰並びに

株価・為替の変動及び貸出先の経営状況等によって増加する可能性があります。

当社グループでは不良債権に対し、貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提及び見積

りに基づいて貸倒引当金を計上しております。また、大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積

もることができる債権については、キャッシュ・フロー見積法により貸倒引当金を計上しております。

しかし、貸出先の経営状況の悪化、担保価値の下落等が貸倒引当金計上時の前提と大きく乖離する場合、貸倒引

当金が不十分となり貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなる可能性があります。

また、経営状況が悪化した先に対し、債権放棄又は追加貸出等を行って支援をすることもありえます。さらに、

担保権を設定した不動産又は有価証券等に対し、流動性の欠如や価格の著しい下落等を要因として担保権の執行が

事実上できない可能性があります。

このような事態が生じた場合には当社グループの与信費用が増加し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響

を及ぼす可能性があります。

なお、当社グループにおいては、こうしたリスクに対し、厳正な審査を実施するとともに、経営改善が必要とな

った取引先に対して、営業店と本店部の連携による資金繰り支援や各種補助金等の活用サポートに加え、広島銀行

に新設した「経営サポート室」を中心とした本業支援強化などの総合的な伴走型支援を行っております。また、広

島銀行においては、貸出金ポートフォリオに占める割合を勘案する中、一定の業種に係るモニタリングを強化して

おります。
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(2) 市場リスク

当社グループでは市場取引関連業務において、有価証券投資をはじめ様々な金融商品での運用を行っています。

こうした活動には金利、為替レート、株価及び債券価格の変動等のリスクがあり、例えば以下のようなリスクが顕

在化した場合には当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

項目 リスクシナリオ 対応策

金利変動のリスク

・当社グループは国債等市場性のある債券を保有
しています。国内外の金利が上昇した場合、当
社グループが保有する国債をはじめとする債券
のポートフォリオの価値が低下し、当社グルー
プの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性
があります。加えて、金利が著しく低下した場
合、適切な利回りが確保できない可能性があり
ます。

・流動性が高く安全性の高い資産への分
散投資を基本とした適切な有価証券ポ
ートフォリオ管理を徹底するほか、各
種保有限度額や評価損益に対する損失
管理ポイントの設定等による管理を徹
底しております。

・預貸金業務を含めた銀行全体の市場リ
スクの管理については、金利リスク量
等の多面的なリスク分析を行い、統合
的リスク管理委員会及びＡＬＭ戦略委
員会において、資産・負債の総合的な
管理という観点から議論のうえ、運
用・調達・リスクヘッジ方針の検討を
行っております。

為替変動のリスク

・当社グループの業務は為替レート変動の影響を
受けます。円高が進行した場合には外貨建て取
引の円換算額が目減りすることになります。さ
らに、資産及び負債の一部は外貨建てで表示さ
れており、外貨建ての資産と負債の額が各通貨
毎に同額で相殺されない場合又は適切にヘッジ
されていない場合には、当社グループの業績及
び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。

株価下落のリスク

・当社グループは市場性のある株式を保有してい
ます。株価が大幅に下落する場合には保有株式
に減損又は評価損が発生し、当社グループの業
績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。

(3) 流動性リスク

格付機関により当社及び広島銀行の格付けが引き下げられた場合、当社グループを含む日本の銀行及びその他の

金融機関の財政状態が悪化した場合又は市場環境が悪化した場合、予期せぬ資金の流出等により、当社グループの

資本・資金調達等ができなくなる、不利な条件での取引を余儀なくされる又は一定の取引を行うことができなくな

る可能性があります。

このような事態が生じた場合には当社グループは資金調達費用の増加等により、市場取引関連業務及び他の業務

の収益性が低下し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社グループでは、こうしたリスクに対し、一定の資金流出を前提とした運用・調達コントロールの実施

や、市場性資金の調達状況及び市場からの評価等のモニタリングによる管理を徹底しております。

─ 11 ─



(4) オペレーショナルリスク

項目 リスクシナリオ 対応策

事務リスク

・当社グループにおいて、大きな賠償につなが
るような事務事故が発生した場合、当社グル
ープの評価に重大な影響を及ぼすとともに、
当社グループの業績及び株価に悪影響を及ぼ
す可能性があります。

・事務規定に基づき厳正な事務処理を徹底
し、事務事故の未然防止に努めておりま
す。

システムリスク

・当社グループはコンピュータシステムの停
止・誤作動又は外部からのサイバー攻撃、そ
の他の不正アクセス、コンピューターウイル
ス感染が発生する等、重大なシステム障害が
発生した場合、業務の停止や情報流出、それ
に伴う損害賠償の負担等が発生する可能性が
あります。その結果、当社グループの業績及
び株価に悪影響を及ぼす可能性があります。

・グループシステムリスク管理規程に基づ
き、システムの安定稼働やセキュリティ対
策に万全を期すほか、厳格な情報管理を行
うなど運用面での対策を実施しておりま
す。

・「システム企画課」を設置し、基盤システ
ム・ネットワークの企画・運営・管理機能
を一元化するとともに、「セキュリティ統
括課」を設置し、巧妙化するサイバー攻撃
に対するサイバーセキュリティ対応強化等
のITガバナンスの高度化を進めておりま
す。

人的リスク

・当社グループは多数の従業員を雇用しており
ますが、人財の確保や育成が不十分である場
合、当社グループの競争力や効率性が低下す
る等、当社グループの業績及び株価に悪影響
を及ぼす可能性があります。

・グループ一体となった採用活動及び研修体
系の構築を行うとともに、グループ内の人
財交流、シニア人財の活用、DE&Iの推進、
他業態等からの専門性の高いキャリア人財
の採用等により、人財の戦略的配置を実施
しております。

・DE&Iに係る開示・取組内容の拡充・高度化
を図るため、サステナビリティ統括グルー
プ内に「DE&I統括室」を設置しておりま
す。

・グループ各社の魅力や従事者の働きがいの
向上に向け、人事制度を大幅に改定するこ
とを決定しました。

コンプライアンス
リスク

・当社グループはコンプライアンスを経営の最
重要課題の一つとして位置付け、態勢強化に
努めておりますが、法令及び社会的規範等の
遵守が十分でなかった場合や、それに起因す
る訴訟等が提起された場合、当社グループの
評価に重大な影響を及ぼすとともに、当社グ
ループの業績及び株価に悪影響を及ぼす可能
性があります。また、マネー・ローンダリン
グ、テロ資金供与及び拡散金融等の金融犯罪
防止に係る態勢強化に努めておりますが、想
定の範囲を超える大規模な金融犯罪等に利用
された場合、業務の停止及び不測の損失等が
発生するとともに、当社グループの業績及び
財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。

・各種研修をはじめとした社内啓発を実施す
ること等により、法令及び社会的規範並び
に各種ルール等遵守の徹底を図っておりま
す。

有形資産リスク

・当社グループは、店舗等の有形資産を保有及
び賃借しておりますが、自然災害や不法行
為、不適切な資産管理等により、毀損、焼失
又は劣化した場合、当社グループの業務遂行
に支障をきたす可能性があります。また、保
有する固定資産の使用目的の変更、収益性の
低下及び価額の下落等が発生した場合、当社
グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼ
す可能性があります。

・台風・水災や大地震・津波等を想定した対
策の実施に加え、老朽化店舗や設備等への
計画的な対応を行っております。

風評リスク

・銀行業界及び当社グループに対するネガティ
ブな報道、悪質な風説が流布された場合、そ
れが正確かどうかにかかわらず又は当社グル
ープに該当するか否かにかかわらず、当社の
株価に悪影響を及ぼす可能性があります。

・透明性の高いディスクロージャーの実施に
加え、風評リスクに関する情報の管理徹底
を行っております。
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(5) その他当社グループの業績等に影響しうる他のリスク

① 自己資本比率低下のリスク

当社の連結自己資本比率並びに広島銀行の連結自己資本比率及び単体自己資本比率について、国内基準(４％)

の維持が必要となります。

当社グループの自己資本比率は現在、要求される水準を上回っておりますが、要求される水準を下回った場合

には、金融庁長官から業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。

当社グループの自己資本比率は以下のような要因により影響を受ける可能性があります。

・株式を含む有価証券ポートフォリオ価値の下落

・不良債権増加に伴う与信費用の増加

・自己資本比率の基準及び算定方法の変更

・本項記載のその他の不利益な展開

② 退職給付債務等に関するリスク

当社グループの年金資産は現在、年金資産が退職給付債務に対して大幅な資産超過の状況にありますが、年金

資産の時価が下落した場合、当社グループの年金資産の運用利回りが低下した場合又は予定給付債務を計算する

前提となる数理上の前提・仮定に変更があった場合には損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変

更により過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金の未積立債務及び年間

積立額にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

なお、将来の財政悪化リスクに備えるため、2022年度よりリスク対応掛金の拠出を開始しております。

③ 規制変動リスク

当社グループは現時点の規制(法律、規則、政策、実務慣行、解釈等を含む)に従って業務を遂行しておりま

す。将来これらの規制の変更並びにそれらによって発生する事態が当社グループの業務遂行や業績等に悪影響を

及ぼす可能性があります。しかし、どのような影響が発生しうるかについて、その種類・内容・程度等を予測す

ることは困難であります。

④ 競争に関するリスク

近年金融機関の業務における大幅な規制緩和やデジタル化の進展等により業態を超えた競争が激化してきてお

ります。また、当社グループの営業基盤である広島県ではメガバンク・近隣他行等の営業攻勢から競争が激化し

ております。

当社グループがこうした事業環境において競争優位を得られない場合、当社グループの業績及び財政状態に悪

影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 当社グループの営業戦略が奏功しないリスク

当社グループは収益基盤の強化のために様々な営業戦略を実施していますが、以下に述べるものをはじめとす

る様々な要因が生じた場合にはこれら戦略が功を奏しないか、当初想定していた結果をもたらさない可能性があ

ります。

・優良な貸出金の量の増大が進まないこと

・デジタル化への対応の遅れ等により金融仲介機能の源泉となる預金が十分に確保できないこと

・貸出金について適切な利回りが確保できないこと

・手数料収入の増加が期待通りの結果とならないこと

・デジタル化をはじめとした経費削減等の効率化を図る戦略が期待通りに進まないこと

・取引先への経営改善支援が期待通りに進まないこと

⑥ 地域の経済動向に影響を受けるリスク

当社グループは、広島県を中心とした地元４県(岡山県、山口県、愛媛県)を主要な営業基盤としていることか

ら、これら地域経済の動向が当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 自然災害・感染症の発生によるリスク

当社グループは主に国内に営業拠点を有しており、各拠点において、豪雨災害をはじめとした自然災害や感染

症等に係る想定をはるかに超える状況が発生し、当社グループの役職員、店舗等の設備及び取引先が被害を受け

た場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑧ 持株会社のリスク

当社は銀行持株会社であるため、その収入の大部分を傘下の銀行子会社から受領する配当金等に依存しており

ます。一定の状況下で、様々な規制上又は契約上の制限により、その金額が制限される場合があります。また、

銀行子会社が十分な利益を計上することができず、当社に対して配当等を支払えない状況が生じた場合には、当

社株主に対する配当の支払いが不可能となる可能性があります。

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社ひろぎんホールディングス 本店

(広島市中区紙屋町一丁目３番８号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第四部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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ファイル名:第 6 期(2026 年 03 月期) 「参照方式」の利用適格書面_20251127103952.docx  更新日時:2025/11/27 10:39:52 

―1― 

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 

 

会社名         株式会社ひろぎんホールディングス 

代表者の役職氏名   代表取締役社長  部 谷  俊 雄 

 

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

 

 

２ 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。 

 

 

３ 当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。 

    354,771百万円 

 

 

（参考） 

（2023年７月31日の上場時価総額） 

東京証券取引所 

における最終価格 
 発行済株式総数   

878.6円 × 312,370,921株 ＝ 274,449百万円 

 

（2024年７月31日の上場時価総額） 

東京証券取引所 

における最終価格 
 発行済株式総数   

1,233.0円 × 312,370,921株 ＝ 385,153百万円 

 

（2025年７月31日の上場時価総額） 

東京証券取引所 

における最終価格 
 発行済株式総数   

1,325.5円 × 305,327,921株 ＝ 404,712百万円 
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移  
 

１ 事業内容の概要 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社 24社及び関連会社４社（2025年９月 30日現在）で構成さ

れ、銀行業務を中心にリース業務、金融商品取引業務、債権の管理・回収業務、コンサルティング業務、投資業務、IT関

連業務、信用保証業務、クレジットカード業務等を行っております。 

当社は、当社の子会社に係る経営管理及びそれに附帯する業務を行っております。 

当社グループの事業の内容は次のとおりであります。 

 

（銀行業） 

株式会社広島銀行の本店ほか支店等において、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務及び為替業務等を行ってお

ります。 

（リース業） 

ひろぎんリース株式会社において、リース業務等を行っております。 

（その他） 

その他の当社の子会社・関連会社において、金融商品取引業務、債権の管理・回収業務、コンサルティング業務、

投資業務、IT関連業務、信用保証業務、クレジットカード業務等を行っております。 

 

当社グループの事業系統図は次のとおりであります。  

〔事業系統図〕        2025年９月 30 日現在 
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２ 主要な経営指標等の推移  

(1) 連結経営指標等 
  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

  

(自 2020年 

   ４月１日 

 至 2021年 

    ３月 31日) 

(自 2021年 

   ４月１日 

 至 2022年 

    ３月 31日) 

(自 2022年 

   ４月１日 

 至 2023年 

    ３月 31日) 

(自 2023年 

   ４月１日 

 至 2024年 

    ３月 31日) 

(自 2024年 

   ４月１日 

 至 2025年 

    ３月 31日) 

連結経常収益 百万円 115,478 146,085 160,234 186,071 201,368 

 うち連結信託報酬 百万円 128 178 142 175 149 

連結経常利益 百万円 31,042 27,070 18,780 34,151 52,176 

親会社株主に 

帰属する当期純利益 
百万円 21,574 22,906 12,508 27,691 35,835 

連結包括利益 百万円 43,243 △12,817 10,235 52,066 △13,311 

連結純資産額 百万円 516,880 496,200 498,604 535,249 504,636 

連結総資産額 百万円 11,009,572 11,603,909 11,496,027 12,790,381 12,131,905 

１株当たり純資産額 円 1,664.01 1,596.79 1,603.30 1,760.62 1,679.10 

１株当たり当期純利益 円 69.26 73.75 40.25 90.35 118.55 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
円 69.22 73.71 40.22 90.30 118.49 

自己資本比率 ％ 4.69 4.27 4.33 4.18 4.15 

連結自己資本利益率 ％ 4.32 4.52 2.51 5.35 6.89 

連結株価収益率 倍 9.77 8.78 15.55 12.07 10.21 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 1,486,338 216,889 △468,742 783,335 △897,433 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 △370,404 △198,327 65,827 △119,386 △202,518 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 △9,312 △22,637 △8,100 △15,919 △17,718 

現金及び現金同等物 

の期末残高 
百万円 2,570,007 2,565,955 2,154,953 2,803,038 1,685,379 

従業員数 

〔外、平均臨時従業員

数〕 

人 

3,813 3,798 3,739 3,682 3,689 

〔1,376〕 〔1,456〕 〔1,357〕 〔1,320〕 〔1,365〕 

信託財産額 百万円 75,259 92,711 99,011 92,909 97,937 

(注) １．2020年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月 31日)の連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社

となった株式会社広島銀行の連結財務諸表を引き継いで作成しております。従って 2020 年度には、株式会

社広島銀行の第２四半期連結累計期間が含まれております。 

２．自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末非支配株主持分）を期末資産の部の合計で

除して算出しております。 

３．信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係るものを記載しており

ます。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は株式会社広島銀行１社です。 
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(2) 提出会社の経営指標等 
回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 

営業収益 百万円 10,397 9,903 17,837 21,702 24,591 

経常利益 百万円 9,453 8,287 15,902 19,339 21,886 

当期純利益 百万円 9,435 8,205 15,827 19,251 21,809 

資本金 百万円 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

発行済株式総数 千株 312,370 312,370 312,370 312,370 308,775 

純資産額 百万円 447,487 448,270 456,298 459,897 464,458 

総資産額 百万円 448,191 448,976 457,008 463,379 467,660 

１株当たり純資産額 円 1,440.89 1,442.91 1,467.63 1,512.13 1,544.67 

１株当たり配当額 

 (内１株当たり中間配当額) 

円 

(円) 

12.00 24.00 27.00 37.00 48.00 

(－) (12.00) (13.50) (18.00) (23.50) 

１株当たり当期純利益 円 30.30 26.42 50.92 62.79 72.10 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
円 30.28 26.40 50.90 62.75 72.06 

自己資本比率 ％ 99.81 99.81 99.81 99.22 99.28 

自己資本利益率 ％ 2.12 1.83 3.50 4.20 4.72 

株価収益率 倍 22.34 24.52 12.29 17.37 16.80 

配当性向 ％ 39.59 90.82 53.01 58.92 66.56 

従業員数 

〔外、平均臨時従業員数〕 
人 

11 10 17 15 17 

〔－〕 〔－〕 〔2〕 〔2〕 〔2〕 

株主総利回り ％ 106.0 105.2 106.0 183.2 209.1 

 (比較指標：配当込み

TOPIX) 
(％) (122.7) (125.1) (132.4) (187.1) (184.2) 

最高株価 円 774 755 729 1,160 1,299 

最低株価 円 559 565 588 624 862 

(注) １．自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）を期末資産の部の合計で除して算出しておりま

す。 

２．当社は、2020 年 10 月１日設立のため、株主総利回りについては、設立後の株価を基準に算出しております。 

３．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前

は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。ただし、当社株式は、2020 年 10 月１日付で東京証

券取引所市場第一部に上場されており、それ以前の株価については該当事項がありません。 
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